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論壇
は
じ
め
に

昭
和
50
年
代
か
ら
平
成
30
年

ま
で
の
相
続
税
は
、
高
度
成
長

に
よ
る
資
産
価
値
の
上
昇
、
バ

ブ
ル
景
気
の
影
響
へ
の
配
慮
か

ら
、
基
礎
控
除
の
引
き
上
げ
、

税
率
構
造
の
見
直
し
、
地
価
税

導
入
に
合
わ
せ
た
土
地
評
価
の

全
面
的
見
直
し
の
ほ
か
、
昭
和

50
年
農
地
等
に
係
る
納
税
猶
予

制
度
の
創
設
、
昭
和
58
年
小
規

模
宅
地
等
の
特
例
制
度
の
法
律

へ
の
格
上
げ
、
平
成
21
年
に
非

上
場
株
式
等
に
係
る
納
税
猶
予

制
度
の
創
設
及
び
平
成
30
年
の

特
例
措
置
に
よ
る
納
税
猶
予
制

度
の
追
加
、
平
成
24
年
山
林
に

係
る
納
税
猶
予
制
度
の
創
設
、

平
成
26
年
に
医
療
法
人
の
持
分

に
係
る
納
税
猶
予
制
度
の
創
設

な
ど
事
業
承
継
の
円
滑
化
の
た

め
の
措
置
が
設
け
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
各
規
定
の
内
容
に

よ
り
税
負
担
軽
減
を
比
較
す
る

と
、
対
象
者
に
と
っ
て
直
接
的

な
軽
減
に
つ
な
が
る
も
の
は
な

く
、
間
接
的
な
が
ら
対
象
者
の

税
負
担
軽
減
と
な
っ
て
い
る
制

度
と
財
産
取
得
者
全
員
の
税
負

担
軽
減
と
な
っ
て
い
る
制
度
が

並
存
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
制
度
の
概
要
を
概

観
し
、そ
の
対
応
を
検
討
す
る
。

1

対
象
者
に
対
し
て
間
接
的
な
税
負
担

軽
減
と
な
っ
て
い
る
制
度

相
続
税
の
特
例
制
度
に
お
い

て
、
適
用
対
象
者
の
対
象
財
産

に
係
る
税
負
担
が
直
接
的
に
軽

減
さ
れ
な
い
が
、
現
行
相
続
税

の
課
税
方
式
（
法
定
相
続
分
課

税
方
式
に
よ
る
遺
産
取
得
税
）

の
中
で
間
接
的
な
が
ら
対
象
財

産
に
係
る
税
負
担
が
軽
減
さ
れ

る
も
の
は
、
配
偶
者
に
対
す
る

税
額
軽
減
制
度
、
非
上
場
株
式

等
に
係
る
納
税
猶
予
制
度
及
び

山
林
に
係
る
納
税
猶
予
制
度
で

あ
る
。

例
え
ば
、遺
産
総
額
5
億
円
、

配
偶
者
の
分
割
取
得
に
よ
る
課

税
価
格
2
億
5
0
0
0
万
円
、

長
男
2
億
円
、
長
女
5
0
0
0

万
円
の
場
合
に
は
、
本
来
の
相

続
税
の
総
額
1
億
3
1
1
0
万

円
が
取
得
者
へ
配
分
さ
れ
、
配

偶
者
が
そ
の
負
担
す
る
相
続
税

額
6
5
5
5
万
円
か
ら
税
額
軽

減
額
6
5
5
5
万
円
が
控
除
さ

れ
、
配
偶
者
税
負
担
は
軽
減
さ

れ
、
配
偶
者
以
外
の
取
得
者
の

相
続
税
は
、
課
税
価
格
に
応
ず

る
本
来
の
相
続
税
負
担
と
な

る
。
な
お
、
長
男
の
相
続
税
額

は
5
2
4
4
万
円
、
長
女
は
1

3
1
1
万
円
と
な
る
。

非
上
場
株
式
等
の
納
税
猶
予

の
ケ
ー
ス
で
は
、
後
継
者
と
な

っ
た
長
男
が
2
億
円
の
株
式
を

取
得
し
、
配
偶
者
の
分
割
取
得

に
よ
る
課
税
価
格
2
億
5
0
0

0
万
円
、
長
女
5
0
0
0
万
円

を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
特
例

措
置
に
よ
る
長
男
の
相
続
税
額

は
5
2
4
4
万
円
で
そ
の
全
額

が
納
税
猶
予
の
対
象
と
な
り
、

配
偶
者
の
相
続
税
額
は
6
5
5

5
万
円
で
全
額
税
額
軽
減
と
な

る
た
め
納
付
税
額
な
し
、
長
女

の
算
出
相
続
税
額
は
1
3
1
1

万
円
で
全
額
納
付
と
な
り
、
上

記
の
配
偶
者
の
税
額
軽
減
の
ケ

ー
ス
と
同
じ
税
負
担
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
上
記
の
各
特

例
制
度
は
、
遺
産
全
体
に
対
す

る
相
続
税
の
総
額
を
各
取
得
者

に
配
分
し
、
特
例
適
用
者
の
相

続
税
額
を
軽
減
税
額
又
は
納
税

猶
予
税
額
と
納
付
税
額
に
区
分

す
る
こ
と
に
よ
り
制
度
を
構
築

し
て
い
る
。

2

財
産
取
得
者
全
員
の
税
負
担
軽
減
と

な
っ
て
い
る
制
度

相
続
税
の
特
例
制
度
に
お
い

て
、
適
用
対
象
者
及
び
他
の
財

産
取
得
者
の
相
続
税
の
負
担
軽

減
と
な
っ
て
い
る
制
度
と
し

て
、
小
規
模
宅
地
等
の
特
例
制

度
及
び
農
地
等
の
納
税
猶
予
制

度
が
あ
る
。

こ
の
制
度
は
、
い
ず
れ
も
特

例
の
適
用
に
よ
り
減
額
さ
れ
た

財
産
額
を
ベ
ー
ス
と
し
て
相
続

税
を
計
算
す
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
小
規
模
宅
地
等
に
あ

っ
て
は
限
度
面
積
に
対
応
す
る

80
％
な
い
し
50
％
相
当
額
を
対

象
宅
地
の
価
額
か
ら
減
額
し
た

価
額
を
相
続
税
の
課
税
価
格
に

算
入
し
て
相
続
税
の
総
額
及
び

相
続
税
額
を
計
算
す
る
こ
と
と

な
る
。
小
規
模
宅
地
等
と
し
て

特
定
居
住
用
宅
地
等
2
億
円
を

選
択
し
、
そ
の
他
の
財
産
が
3

億
円
で
あ
っ
た
場
合
、
本
来
の

相
続
税
の
課
税
価
格
の
合
計
額

は
5
億
円
で
あ
り
、
そ
の
相
続

税
の
総
額
は
1
億
3
1
1
0
万

円
と
な
る
が
、
特
定
居
住
用
宅

地
等
を
小
規
模
宅
地
等
の
特
例

制
度
と
し
て
選
択
し
た
場
合
に

は
特
定
居
住
用
宅
地
等
の
価
額

4
0
0
0
万
円
、
そ
の
他
の
財

産
3
億
円
で
相
続
税
の
総
額
は

7
1
2
0
万
円
と
な
り
、
遺
産

総
額
5
億
円
に
対
す
る
相
続
税

の
総
額
は
1
億
3
1
1
0
万
円

と
の
差
額
5
9
9
0
万
円
が
税

負
担
か
ら
消
失
す
る
こ
と
と
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
小
規
模
宅

地
等
の
特
例
制
度
は
、
財
産
取

得
者
全
員
の
税
負
担
が
軽
減
さ

れ
、
特
例
対
象
者
の
税
負
担
の

直
接
的
な
軽
減
と
な
っ
て
い
な

い
。農

地
等
の
納
税
猶
予
制
度
で

は
、
農
地
等
（
2
億
円
）
の
農

業
投
資
価
格（
4
0
0
0
万
円
）

を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た
課
税

価
格
（
3
億
4
0
0
0
万
円
）

に
対
す
る
相
続
税
の
総
額
（
7

1
2
0
万
円
）
を
す
べ
て
の
財

産
取
得
者
へ
配
分
し
、
農
業
投

資
価
格
超
過
額
（
1
億
6
0
0

0
万
円
）
に
対
応
す
る
相
続
税

額
（
5
9
9
0
万
円
）
が
農
業

相
続
人
の
納
税
猶
予
税
額
と
な

り
、
農
業
相
続
人
以
外
の
者
が

負
担
す
る
相
続
税
が
軽
減
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

3

遺
産
取
得
課
税
方
式
の
検
討

同
一
税
制
の
中
で
、
取
得
財

産
の
額
が
同
額
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
そ
の
税
負
担
額
が
規
定

の
内
容
に
よ
り
異
な
る
こ
と
に

つ
い
て
、
こ
れ
を
解
決
す
る
こ

と
は
必
要
で
は
な
い
か
。

1
及
び
2
の
事
例
を
踏
ま
え

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
例
制
度
の

趣
旨
、
方
向
性
、
目
的
の
い
か

ん
を
問
わ
ず
、
そ
の
特
例
対
象

者
を
含
め
て
、
そ
の
取
得
し
た

財
産
に
対
す
る
本
来
の
税
負
担

を
確
定
し
、
そ
れ
を
基
礎
と
し

て
そ
の
目
的
に
応
じ
た
調
整
な

い
し
、
軽
減
、
猶
予
等
を
検
討

す
る
こ
と
に
よ
り
解
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

そ
の
解
決
策
と
し
て
検
討
の

対
象
と
な
る
の
は
、
平
成
20
年

当
時
の
自
民
党
税
制
調
査
会
か

ら
提
案
さ
れ
た
「
遺
産
取
得
課

税
方
式
」
で
あ
ろ
う
。

そ
の
提
案
に
お
い
て
、
法
定

相
続
分
課
税
方
式
に
お
け
る
問

題
点
と
し
て
指
摘
し
て
い
た
項

目
は
、
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で

あ
っ
た
。

⑴

個
人
的
担
税
力
に
応
ず

る
課
税
に
対
応
で
き
な
い

こ
と

⑵

一
部
の
誤
り
、例
え
ば
、

財
産
の
評
価
額
に
誤
り
が

あ
っ
た
場
合
や
課
税
漏
れ

の
あ
っ
た
財
産
な
ど
が
判

明
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

誤
り
に
直
接
関
係
し
な
い

相
続
人
の
税
額
も
同
時
に

増
加
す
る
こ
と
と
な
り
、

延
滞
税
や
加
算
税
な
ど
の

附
帯
税
の
課
税
を
受
け
る

こ
と
が
あ
る
こ
と

⑶

1
及
び
2
に
掲
げ
る
特

例
制
度
に
よ
り
、
事
業
の

後
継
者
等
こ
の
特
例
の
適

用
を
受
け
る
相
続
人
以
外

の
相
続
人
の
税
負
担
に
影

響
を
及
ぼ
す
と
い
う
問
題

が
あ
る
こ
と

⑷

同
額
の
財
産
を
相
続
し

た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
負

担
す
る
相
続
税
額
に
差
異

が
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
こ

と
⑸

法
定
相
続
分
課
税
制
度

が
租
税
債
務
の
担
保
と
連

帯
納
付
を
側
面
か
ら
支
え

て
い
る
こ
と

こ
れ
ら
の
問
題
点
を
踏
ま
え
、

遺
産
取
得
課
税
方
式
を
導
入
す

る
場
合
に
次
の
項
目
を
検
討
す

べ
き
と
し
て
指
摘
し
て
い
た
。

⑴

税
額
計
算
の
基
本
構
造

イ

基
礎
控
除
は
遺
産
総

額
か
ら
の
控
除
で
は
な

く
、
取
得
者
段
階
で
の

取
得
財
産
価
額
（
課
税

価
格
）
か
ら
の
控
除
と

す
る
か
ど
う
か
。
平
成

20
年
の
提
言
で
は
一
人

当
た
り
2
5
0
0
万
円

（
遺
産
総
額
か
ら
の
基

礎
控
除
額
8
0
0
0
万

円
を
法
定
相
続
人
の
数

3
人
で
除
し
た
金
額
を

端
数
処
理
）
と
し
て
い

た
。

ロ

財
産
取
得
者
と
被
相

続
人
と
の
身
分
関
係
に

応
じ
た
基
礎
控
除
・
税

額
控
除
等
を
検
討
す

る
。

ハ

配
偶
者
の
負
担
軽
減

は
、
遺
産
分
割
等
の
要

件
を
満
た
す
場
合
に
は

申
告
に
よ
り
、
基
礎
控

除
に
代
え
て
、
法
定
相

続
分
ま
で
の
財
産
取
得

（
ま
た
は
一
定
額
（
最

低
保
障
額
）
ま
で
の
財

産
取
得
）
に
応
じ
た
税

額
に
つ
い
て
控
除
す
る

と
い
う
現
行
と
同
様
の

配
偶
者
控
除
を
設
け

る
。

ニ

生
命
保
険
金
等
の
非

課
税
制
度
に
つ
い
て
、

取
得
者
別
に
非
課
税
制

度
を
適
用
す
べ
き
と
考

え
る
。

ホ

小
規
模
宅
地
等
の
特

例
、
非
上
場
株
式
等
及

び
農
地
等
の
納
税
猶
予

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
制
度
の
趣
旨
、
目
的

等
を
踏
ま
え
て
そ
の
整

合
性
を
ど
の
よ
う
に
と

る
べ
き
か
、
そ
の
負
担

軽
減
の
あ
り
方
を
検
討

す
る
。

⑵

未
分
割
財
産
に
つ
い
て

は
、
現
行
と
同
様
、
法
定

相
続
分
等
に
従
っ
て
取
得

し
た
も
の
と
し
て
税
額
を

算
出
し
、
そ
の
税
額
が
生

じ
る
者
に
加
え
、
税
額
が

生
じ
な
い
者
で
あ
っ
て
も

未
分
割
財
産
の
す
べ
て
を

取
得
し
た
と
仮
定
し
た
場

合
に
税
額
が
生
じ
る
者

は
、
申
告
義
務
が
あ
る
も

の
と
す
る
（
後
者
は
納
付

税
額
を
ゼ
ロ
と
し
た
申
告

を
行
う
も
の
と
す
る
）。

⑶

仮
装
分
割
・
仮
装
未
分

割
へ
の
対
応
は
ど
う
す
べ

き
か
。

⑷

申
告
書
の
個
別
提
出
と

提
出
先
と
し
て
の
被
相
続

人
の
住
所
地

⑸

連
帯
納
付
に
つ
い
て

は
、
課
税
方
式
を
見
直
し

た
場
合
に
は
、
他
の
取
得

者
に
係
る
連
帯
納
付
義
務

に
つ
い
て
は
、
遺
産
が
未

分
割
で
あ
る
場
合
等
を
除

き
、
廃
止
と
し
て
は
ど
う

か
。

上
記
1
及
び
2
の
特
例
制
度

に
つ
い
て
、
遺
産
取
得
課
税
方

式
を
前
提
と
し
て
、
基
礎
控
除

額
を
一
人
当
た
り
2
5
0
0
万

円
、
税
率
は
現
行
税
率
と
仮
定

し
、
遺
産
総
額
5
億
円
、
配
偶

者
の
分
割
取
得
に
よ
る
課
税
価

格
2
億
5
0
0
0
万
円
、
長
男

2
億
円
、
長
女
5
0
0
0
万
円

と
し
た
場
合
の
税
額
を
計
算
す

る
と
次
の
と
お
り
と
な
る
。

む
す
び

現
行
の
法
定
相
続
分
課
税
方

式
に
よ
る
遺
産
取
得
税
は
、
税

負
担
額
が
そ
の
相
続
に
お
け
る

遺
産
分
割
に
よ
り
左
右
さ
れ
る

こ
と
な
く
確
定
し
、
ま
た
分
割

困
難
な
財
産
の
場
合
の
単
独
相

続
に
よ
る
過
重
な
相
続
税
負
担

を
回
避
す
る
こ
と
に
つ
な
が

り
、
さ
ら
に
税
務
執
行
に
当
た

っ
て
通
常
の
事
務
負
担
の
範
囲

内
で
あ
る
と
い
う
長
所
が
あ
る

が
、
す
で
に
述
べ
た
多
く
の
短

所
も
あ
り
、�
同
額
の
財
産
を

取
得
し
た
者
が
負
担
す
る
相
続

税
は
同
額
で
あ
る
べ
き
�
と
の

視
点
、
現
況
に
お
け
る
相
続
人

の
遺
産
取
得
状
況
な
ど
多
く
の

検
討
課
題
は
あ
る
が
、
相
続
税

の
課
税
方
式
を
遺
産
取
得
課
税

方
式
に
変
更
す
る
時
期
が
到
来

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
。

特
例
制
度
と
相
続
税
負
担

岩下忠吾
【江東西】

⑴ 各相続人の相続税額
イ 配偶者
① 相続税額（2億5，000万円－2，500万円）×45％－2，700万円＝7，425万円
② 配偶者の税額軽減
（5億円×1／2）＝2億5，000万円 よって軽減額7，425万円（現行法：6，555万円）

③ 納付税額
7，425万円－7，425万円＝0

ロ 長男
① 相続税額（2億円－2，500万円）×40％－1，700万円＝5，300万円
② 小規模宅地等の適用を受ける場合
○イ 小規模宅地等（2億円）に対応する税額
5，300万円×2億円×80％2億円 ＝4，240万円（現行法：6，555万円）

○ロ 納付税額
5，300万円－4，240万円＝1，060万円

③ 非上場株式等の納税猶予の適用を受ける場合
○イ 非上場株式等に対応する納税猶予税額
（2億円－2，500万円）×40％－1，700万円＝5，300万円（現行法：5，244万円）
○ロ 納付税額
5，300万円－5，300万円＝0

④ 農地等（2億円）の納税猶予の適用を受ける場合（農業投資価格4，000万円）
○イ 農地等に対応する納税猶予税額
5，300万円×2億－4，000万円2億円 ＝4，240万円（現行法：5，990万円）

○ロ 納付税額
5，300万円－4，240万円＝1，060万円

⑤ 山林（略）
ハ 長女

（5，000万円－2，500万円）×15％－50万円＝325万円
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